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● 

場
所
＝
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

２
階
情
報
研
修
室

●
定
員
＝
60
人

●
受
講
料
＝
無
料

●
内
容

　

講
演
＝
福
祉
の
現
場
に
求
め

ら
れ
る
人
材

　

講
師
＝
総
合
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
「
ラ
ン
」
施
設
長　

有

嶋 

君
夫 

氏　

　

講
演
＝
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
鹿

屋
管
内
に
お
け
る
雇
用
失
業

情
勢
」

　

講
師
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
鹿
屋

職
員

● 

申
込
方
法
＝
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

又
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

● 

申
込
期
限
＝
２
月
12
日（
火
）

※
託
児
も
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

鹿
屋
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
９
９
４
─44
─２
２
７
７

　

℻  
０
９
９
４
─44
─７
７
５
７

　

 kikan@
kanoyasyakyou.jp

平
成　

年
度
県
立
鹿
屋
高

等
技
術
専
門
校
入
校
生
を

追
加
募
集

● 

募
集
科
名
＝
電
気
工
学
科
・

空
調
シ
ス
テ
ム
科

●
訓
練
期
間

○
電
気
工
学
科
＝
２
年

○
空
調
シ
ス
テ
ム
科
＝
１
年

●
追
加
募
集
人
員

○
電
気
工
学
科
＝
10
人
程
度

○
空
調
シ
ス
テ
ム
科
＝
15
人
程

度
● 

応
募
資
格
＝
高
等
学
校
卒
業

者
（
３
月
卒
業
見
込
者
を
含

む
）
又
は
同
等
以
上
の
学
力

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人

● 

試
験
科
目
＝
筆
記
試
験
（
国

語
〔
現
代
文
〕
・
数
学
〔
数

Ｉ
〕
）
・
面
接

● 

試
験
会
場
＝
鹿
屋
高
等
技
術

専
門
校

●
願
書
受
付
期
間
等

○
第
１
回
選
考
試
験

　

受
付
期
間
＝
２
月
13
日（
水
）

ま
で

　

試
験
日
＝
２
月
19
日
（
火
）

　

合
格
発
表
＝
２
月
26
日（
火
）

○
第
２
回
選
考
試
験

　

受
付
期
間
＝
２
月
27
日（
水
）

〜
３
月
７
日
（
金
）

　

試
験
日
＝
３
月
14
日
（
金
）

　

合
格
発
表
＝
３
月
21
日（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

鹿
屋
高
等
技
術
専
門
校

　

☎
０
９
９
４
─44
─８
６
７
４

水
道
事
業
開
閉
栓
業
務
委

託
者
を
募
集

● 
委
託
概
要
＝
鹿
屋
・
串
良
地

区
の
開
閉
栓
業
務

● 

契
約
期
間
＝
４
月
１
日
〜
平

成
21
年
３
月
31
日

● 

応
募
資
格
要
件

①
鹿
屋
市
の
登
録
業
者
で
あ
る

こ
と

②
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６

　

７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と

③
２
社
以
上
の
共
同
に
よ
る
応

募
で
な
い
こ
と

④
平
成
20
年
１
月
末
日
現
在
で

従
業
員
の
数
が
５
人
以
上
で

あ
る
こ
と

⑤
代
表
者
及
び
従
業
員
が
市
内

の
居
住
者
で
あ
る
こ
と

● 

応
募
申
請
書
の
配
布
場
所
＝

市
上
下
水
道
部
業
務
課

● 

応
募
申
請
書
の
配
布
期
間
＝

２
月
１
日（
金
）〜
22
日（
金
）

※
申
請
書
の
送
付
は
行
わ
な
い
。

※
土
日
祝
日
を
除
く
。

● 

提
出
書
類
＝
業
務
委
託
入
札

応
募
申
請
書
、
そ
の
他
関
係

書
類

● 

申
請
期
限
＝
２
月
29
日（
金
）

● 

申
請
方
法
＝
直
接
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

● 

入
札
等
の
日
時
＝
後
日
、
通

知
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】　

　

市
上
下
水
道
部
業
務
課

　

☎
０
９
９
４
─43
─２
８
０
０

水
道
事
業
柳
浄
水
場
管
理

業
務
委
託
者
を
募
集

● 

委
託
概
要
＝
閉
庁
日
の
柳
浄

水
場
管
理
業
務

● 

契
約
期
間
＝
４
月
１
日
〜
平

成
21
年
３
月
31
日

● 
応
募
資
格
要
件

①
鹿
屋
市
の
登
録
業
者
で
あ
る

こ
と

②
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６

　

７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と

③
２
社
以
上
の
共
同
に
よ
る
応

募
で
な
い
こ
と

④
当
該
業
務
委
託
に
必
要
な
第

２
種
電
気
工
事
士
以
上
の
資

格
を
有
す
る
者
若
し
く
は
電

気
工
事
の
経
験
が
あ
る
者
を

雇
用
し
て
い
る
こ
と

⑤
平
成
20
年
１
月
末
日
現
在
で

従
業
員
の
数
が
５
人
以
上
で

あ
る
こ
と

⑥
代
表
者
及
び
従
業
員
が
市
内

の
居
住
者
で
あ
る
こ
と

● 

応
募
申
請
書
の
配
布
場
所
＝

市
上
下
水
道
部
配
水
管
理
課

※
応
募
申
請
書
の
配
布
期
間
、

提
出
書
類
、
申
請
期
限
、
申

請
方
法
等
は
開
閉
栓
業
務
委

託
者
の
募
集
に
準
じ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　

市
上
下
水
道
部
配
水
管
理
課

　

☎
０
９
９
４
─43
─４
２
２
４

起
業
・
創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー

の
参
加
者
を
募
集

　
「
今
、
起
業
を
考
え
て
い
る
人

へ
・
・
・
起
業
創
業
の
成
功
へ
の

秘
訣
」
を
テ
ー
マ
に
、
福
岡
市

の
財
界
や
、
起
業
・
創
業
な
ど

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
講
演
会
で

活
躍
し
て
い
る
本
房
周
作
さ
ん

（
本
市
出
身
）
と
石
橋
薦す

す
む

さ
ん
を

講
師
に
招
き
、
経
験
談
を
交
え

た
起
業
・
創
業
支
援
等
に
関
す

る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
２
月
15
日
（
金
）

　

14
時
〜

● 
場
所
＝
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー

２
階
会
議
室

●
内
容

○ 

講
演
＝
「
起
業
創
業
の
成
功

へ
の
秘
訣
」

　

 

講
師
＝
本
房 
周
作 
氏
（
テ

ク
ニ
カ
ル
電
子
㈱
会
長
）

○ 

講
演
＝
「
上
手
な
ビ
ジ
ネ
ス

プ
ラ
ン
の
つ
く
り
方
」

　

 

講
師
＝
石
橋 

薦す
す
む 

氏
（
㈲
ア

ソ
シ
エ
社
長
）

● 

定
員
＝
30
人
（
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
）

●
受
講
料
＝
無
料

● 

交
流
会
費
＝
４
，
０
０
０
円

程
度

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
４
─40
─７
８
９
０

離
乳
食
教
室
「
初
め
て
の

離
乳
食
」
受
講
生
を
募
集

　

初
め
て
お
子
さ
ん
を
持
つ
親

を
対
象
に
開
催
す
る
離
乳
食
教

室
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
３
月
７
日
（
金
）

　

10
時
〜
12
時

● 

場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン

タ
ー

● 

対
象
者
＝
月
齢
４
か
月
〜
12

か
月
の
お
子
さ
ん
を
持
つ
親

● 

定
員
＝
20
組
（
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
）

●
内
容

○
講
話
＝
「
食
と
赤
ち
ゃ
ん
の

成
長
〜
離
乳
食
を
通
し
て
〜
」

○
調
理
講
習
＝
「
離
乳
食
の
作

り
方
」・
試
食
（
一
口
程
度
）

● 

申
込
方
法
＝
来
所
又
は
電
話

で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
健
康
増
進
課

　

☎
０
９
９
４
─41
─２
１
１
０

男
性
の
た
め
の
健
康
料
理

教
室
の
受
講
生
を
募
集

　

病
気
の
予
防
を
目
的
に
開
催

す
る
、
男
性
の
た
め
の
健
康
料
理

教
室
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
２
月
28
日（
木
）
・
３

月
11
日（
火
）
・
18
日（
火
）

の
18
時
30
分
〜
20
時
30
分

● 

場
所
＝
吾
平
保
健
セ
ン
タ
ー

● 

対
象
者
＝
市
内
に
居
住
し
て

い
る
男
性
な
ら
ど
な
た
で
も

受
講
で
き
ま
す

●
受
講
料
＝
無
料

● 

定
員
＝
15
人
（
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
）

● 

申
込
期
限
＝
２
月
15
日（
金
）

● 

申
込
方
法
＝
電
話
で
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

吾
平
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

　

☎
０
９
９
４
─34
─４
５
１
１

就
職
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
者

を
募
集

　

福
祉
プ
ラ
ザ
で
は
、
福
祉
の

職
場
へ
就
職
を
希
望
す
る
人
に

対
し
、
福
祉
関
係
の
仕
事
に
関

す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た

め
に
開
催
す
る
就
職
セ
ミ
ナ
ー

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
日
時
＝
２
月
22
日
（
金
）

　

14
時
〜
16
時

　屋外広告物が無秩序に設置されると、まちの美観はもとより、事故などの問題も発生します。そのた
め、屋外広告物の設置には、ルールが定められています。
　みんなで、ルールを守って、美しいまちをいつまでも守りましょう。

屋外広告物とは
　屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続し
て屋外で公衆に表示されるもの」で、看板や立看板、
はり紙、はり札、広告塔、広告板などのことです。

屋外広告物の禁止物件
　 　良好な景観を形成したり、風致を維持するため
に、広告物の設置を禁止している物件があります。 
違反した場合は、罰せられることがあるほか、違
反広告物として、市が除却する場合があります。
　◆禁止物件（下図参照）
　　　街路樹、信号機、道路標識、電柱、橋、トンネル、
　　分離帯、道路上のさく、消火栓、郵便ポスト、
　　電話ボックス、銅像、記念碑、電柱・街灯柱へ
　　のはり紙、はり札、広告旗、立看板などです。

【問い合わせ】市都市政策課　☎ 0994-31-1130

設置できない広告物
○ひどく汚れたり、色あせたり、塗料のはがれた
　もの
○ひどく破損したり、老朽化したもの 
○倒れたり、壊れたり、落下するおそれがあるも
　の 
○ 信号機や道路標識などに似ていたり、道路の安
全利用を妨げるもの

設置には許可が必要
　屋外広告物を設置するには、あらかじめ許可が
必要なものもあります。
　また、自分の店舗や会社に表示する店舗名や会
社名などの広告物も、一定の表示面積を超える場
合は許可が必要です。

手数料
　広告物の種類と大きさで手数料は決まります。

※許可申請、手数料の額など詳しくは、お問い合わ
せください。

屋外広告物はルールを守って設置しましょう
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